
1．はじめに

2011年8月に障害者総合福祉法の制定に向けた

骨格が提出された。その中の障がい者制度改革推

進会議総合福祉部会「障害者総合福祉法の骨格に

関する総合福祉部会の提言―新法の制定を目指し

て―」では、障害児に対してもケアマネジメント

と「個別支援計画」の必要性が明記されている。

さらには、乳幼児期の「個別支援計画」は保護

者・きょうだいへの支援を含むものとして策定さ

れ、家族が支援対象として具体的に位置づけられ

た。

ふりかえってみれば、1992年に北沢が「家族は

障害児・者の背後の存在として研究が進んでき

た」こと（北沢　1992）、1995年に安藤が1990年

代までの障害児の家族支援研究に関して「障害を

もつ子どもの障害克服に付随した副次的な性格の

ものである」ことを指摘している（安藤　1995）。

2005年には藤原が障害児の育児、介護を担う当事

者という視点で母親の問題を捉えなおす必要を提

示している（藤原　2005）。施策的には、2005年

に発達障害者支援法が施行され、法律の中におい

て初めて家族への支援が明記されたことは画期的
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本稿は、障害のある乳幼児をもつ母親に対して早期療育の段階におけるソーシャルワークのあり方に

ついて考察したものである。母親に対するより実践的な支援を導き出すためには、主観的な経験と行動

の双方の変容プロセスを明らかにする必要がある。本稿の分析結果からは、子どもの障害特性と他者と

の関係のもち様から主観的な経験と行動に4つのパターンが認められた。早期の段階ではミクロレベル

が援助対象の中心となることは4つのパターンに共通であるが、それぞれのパターンによって最優先さ

れるソーシャルワークの援助技術や対象とすべき関係が異なることが明らかとなった。特にグループ

ワークはアセスメントおよびプランニングの機能を有するものの、あるパターンに対しては自己のポジ

ショニングの場としては適応がないことが判明した。
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本稿は、2011年3月に日本女子大学において博士（社会福祉学）の学位を授与された論文『障害のある乳幼児をもつ母親

の変容プロセス―早期の段階における4つのストーリー―』をもとに執筆されたものである。



であったが、この法はいわゆるキックオフと言わ

れ、具体的な福祉サービスへの言及まではされて

いなかった。

20年前は、副次的な存在であった障害児の家族

が、具体的に支援の対象になったことは、ある意

味においては大きな前進と考えられる。しかし、

障害のある乳幼児をもつ家族の問題が明らかにさ

れているのかといえば充分ではないというのが現

状であろう。さらに言えば、具体的な支援を実践

するに際して療育分野のソーシャルワーク研究は

ほとんど構築されていない。そこで本研究では、

早期療育の段階における母親の変容プロセス―特

に主観的な経験と行動との関連―を明らかにした

上で、この時期に必要なソーシャルワークを提示

する。特にソーシャルワークの援助技術のひとつ

であるグループワークに着目する。その前提とし

て、療育機関で実践されているソーシャルワーク

を援助技術との関連で整理を試みる。

2．先行研究

（1）家族支援論

1970年代後半から、障害児（者）の家族のスト

レスが明らかになるにつれて（橋本　1979、新

見・植村　1981、渡辺　1997）、これまでの障害

をもつ個人に向けた改善や支援から、家族全体を

視野に入れた援助の必要性が認識され、「家族支

援論」として展開してゆく。しかし「わが国にお

ける1990年代までの家族支援研究は、結局のと

ころ、実践的にも、障害をもつ子どもの障害克服

に付随した、副次的な性格のものという指摘（安

藤　1995：150）があり、援助する側の要求色が

強いものであった。1990年以降、「家族支援プロ

グラム」や「Family Support Service」（Duneら

2001）などの実践や研究が行なわれるようになっ

てきた。

家族支援の実践分野における2つのプログラム

は「レスパイトサービス」と「親教育」である

（渡辺　1999）。レスパイトサービスとは、家族内

で行なわれているケアを一時的に代行することに

よって、日常的にその責任を担う家族員を解放し、

家族の安定・維持を目指すサービスである。もう

ひとつの「親教育」とは、障害児の早期治療・療

育を目指す一貫として、いずれも親を「家庭にお

ける療育者」あるいは専門家の「共同治療者」と

位置付けているのが特徴である 1)。この流れは、

現在の療育システムに着実に組み込まれている。

障害児の家族について、実践の立場からさらに

踏み込んだ指摘もある（蔦森・清水　2001）。「共

同治療者」としての役割だけでなく、親は親であ

るがゆえに甘受せざるをえない苦しみやストレス

があるとし、「苦悩・葛藤する存在」の二重性を

示唆する見方である。蔦森に先立って、久保は、

「共同治療者としての親」と同時に「生活者とし

ての親」という視点を描き出し、子どもの世話の

時間肥大が睡眠や余暇といった生活時間を圧迫し

ている実体を指摘している（久保　1982a）。

（2）家族支援論への批判―ソーシャルワーク

研究の立場―

1982年に久保（久保　1982b：51）によって

「障害児をもつことの『意味』や『価値』『苦悩』

などに人間学的なアプローチが必要である」との

指摘があるにもかかわらず、それ以降ソーシャル

ワークの領域からこの問題についてはほとんど手

がつけられていない。この論調と同じくするもの

として、松倉（松倉　2000）は、実証主義に頼っ

てきたソーシャルワークはクライエントの「なぜ

私が？」という客観化されない計量不可能な苦し

みを排除してきたことを指摘する。クライアント

の「不条理さ」、「苦しみの意味」を人間の価値的

側面や主観的側面を含めた「全体としての人間」

として母親を取り扱うべきであるとの批判であ
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る。その視点こそがソーシャルワークであるが、

ドミナント・ストーリーからオルタナティブ・ス

トーリーへという書き換えというナラティブ・ア

プローチの有効性の言及が中心である。

そこで本稿では、上記の批判に立ち、障害のあ

る乳幼児をもつ母親の不条理さ、苦しみの意味と

は何かを明らかにした上で主観的な変容プロセス

に基づく早期療育の段階で必要なソーシャルワー

クを提示したい。

3．研究方法

（1）研究方法調査の手続き

2004年に日本女子大学北西研究室よりA市B療

育センターへ研究協力機関としての依頼をし、B

療育センターの倫理委員会にて承諾を受ける。

2004年5月から2008年3月に開催される月1回、

5カ月間の育児支援グループに4クール分の参与

観察2) を行った。そのグループに参加した25名の

内23名母親に2004年12月から2009年2月の間に

フォローアップ面接を実施した3)。

（2）調査対象者

障害が乳児期に発見される早期介入の段階の母

親、23事例を対象とした。詳細は表1にて整理を

した。これらの障害群は親の感度に左右されにく

く、受診時期がほぼ一定の範囲内になる。そのた

め親の早期の段階の経験を明らかにできるという

利点がある。

本調査の障害群は乳児期に発見される障害群の

全てを網羅し、おおむね4つに類型できた。ひと

つは出生直後に発見されるダウン症が8例、ふた

つは運動発達が早期に認められる原因不詳である

精神運動発達遅滞群（自閉症を合併する群）が4

例、三番目はケースによっては医療ケアを要する

重症心身障害児が6例、四番目は脳性麻痺群（知

的障害が軽度から正常域）が4例である。1例は

筋ジストロフィー症（福山型）である。子どもの

年齢は8カ月から2歳2カ月であり、母親は，有

職者が2例で21例は専業主婦であり、年齢は23

歳から43歳であった。経済状況は23事例すべて

が所得税課税世帯であり、内5名は特別児童扶養

手当の所得制限を越える収入があった。

（3）育児支援グループ

調査対象者の利用する育児支援グループは、B

療育センターの外来利用児のうち、出生から乳児

期に発見される0歳から1歳児（学年齢）の親子

全てにグループの案内を行う。本グループはいわ

ゆる心理・教育的なグループでなく、「孤立の解

消」を目的とした経験の共有を重視している。そ

のため、各回ともグループワークのテーマは設定

してあるが、あくまでもグループを展開するため

の触媒としての機能として位置付である。テーマ

から離れて、メンバーの語りたいことへと話題が

転じていっても、ファシリテーターはそれを妨げ

ることはしないという方法でグループ運営を行っ

ている。

月1回、5ヶ月を期間とし、5回で1クールが終

了となる。参加メンバーは固定で運営し、途中で

の新たなメンバーの参加は受け入れないクローズ

方式である。また、いわゆるピアグループとは異

なり、母子共にグループに参加し、子どもに治療

者が働きかけることを通じての母親支援、および

母子関係に介入できることが大きな特徴である。

（4）倫理的配慮

調査の実施にあたっては対象者に対し、研究の

目的と個人情報の守秘・匿名性を説明した上で書

面により公表の承諾書を得て、倫理的配慮を期し

ている。
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グループ 事例 母親の 子の障害・状態像 子の月齢 子の 参加回数 経済状態 母親の
および時期 年齢 出生順位 （特別児童扶養手当 就業の有無

　　　　　の年収上限）
Ⅰ 1 32歳 精神運動発達遅滞 1歳7か月 第1子 5回 以下 無
2004年 自閉症（疑）
　5月から 2 32歳 精神運動発達遅滞 1歳11か月 第2子 5回 以下 無
　9月まで 自閉症（疑）

3 29歳 ダウン症 1歳0か月 第1子 4回 以下 無
精神遅滞

4 41歳 ダウン症 1歳8か月 第4子 5回 以下 無
精神遅滞

5 29歳 ダウン症 8か月 第1子 2回で 以下 有（常勤）
精神遅滞 辞める

Ⅱ 6 43歳 ダウン症 1歳7か月 第1子 5回 以下 無
2006年 精神遅滞
　11月から 7 41歳 ダウン症 1歳10か月 第1子 4回 以上 有（パート）
2007年 精神遅滞
　3月まで 8 29歳 精神運動発達遅滞 2歳3か月 第1子 5回 以下 無

自閉症（疑）
9 23歳 重症心身障害児 1歳9か月 第1子 3回 以下 無

てんかん性脳症
10 36歳 重症心身障害児 2歳1か月 第1子 3回 以下 無

脳性麻痺、四肢麻痺
11 32歳 重症心身障害児 2歳1か月 第2子 4回 以下 無

代謝異常、進行性
疾患、予後不良

Ⅲ 12 34歳 重症心身障害児 1歳11か月 第1子 4回 以下 無
2007年 先天性症候群
　5月から 脳性麻痺
　9月まで 13 36歳 脳性麻痺 1歳11か月 第1子 4回 以下 無

両麻痺
14 28歳 脳性麻痺 1歳8か月 第2子 2回 以下 無

精神遅滞（軽）
15 35歳 ダウン症 1歳4か月 第2子 5回 以上 無

精神遅滞
16 41歳 ダウン症 1歳7か月 第3子 5回 以下 無

精神遅滞
17 40歳 ダウン症 1歳9か月 第2子 4回 以下 無

精神遅滞
18 38歳 筋ジストロフィー症 1歳9か月 第2子 3回 以上 無

（福山型）
四肢体幹機能障害
進行性疾患

19 37歳 脳性麻痺、両麻痺 1歳11か月 第3子 5回 以下 無
精神遅滞（軽）、斜視

Ⅳ 20 29歳 重症心身障害児 9か月 第2子 2回 以下 無
2007年 脳性麻痺
　11月から 四肢麻痺
2008年 21 32歳 精神運動発達遅滞 1歳5か月 第1子 2回 以上 無
　3月まで 先天性奇形症候群 で辞める

視力障害、口蓋裂
小眼球症

22 34歳 重症心身障害児 2歳2か月 第1子 4回 以下 無
結節性硬化症
点頭てんかん
心臓腫瘍

23 38歳 脳性麻痺 1歳11か月 第2子 5回 以上 無
四肢麻痺

注：表1の情報は、B療育センターの診療録に基づくものである。
　　なお、原因疾患が脳性麻痺であっても、状態像が重症心身障害の場合は、本文中の整理においては
　　重症心身障害を優先し、記述している。

表1 調査対象者の概要



（5）データの分析方法

1）療育センターのおけるソーシャルワーク援助

技術

療育機関におけるソーシャルワークについて

は、筆者の臨床実践、参与観察、B療育センター

のソーシャルワーカーへのインタビューなどから

援助技術の方法論を枠組みとして整理を試みた。

2）主観的変容プロセスと、それに関与する要因

グラウンデッドセオリーアプローチに準じて分

析した。グラウンデッドセオリーアプローチには

大きく分けて4つの手法 4) があるとされている。

その中のシンボリック相互作用論の認識に立つス

トラス・コービン版を援用して分析を行った分析

にあたっては随時指導教授のスーパービジョンを

受けるとともに、研究会でのディスカッション等

や療育機関のソーシャルワーカーにフィードバッ

クすることにより結果の分析の信頼性・妥当性の

確保に努めた。

分析過程において変容プロセスに関連する要因

と主観的経験そのものとを関連図で整理する中

で、変容プロセスは関連する要因によって1つに

統合することは困難であり、4つのパターンに分

かれることが見出される結果になった。

3）客観的な他者との相互関係の持ち方

参与観察を実施した5カ月間のグループでの母

親の振る舞いを、録画ビデオと診療録から「我が

子への対応」、「他の母親との関係」、「グループス

タッフとの関係」という3つの軸でとらえ、変化

を整理した。併せて、子どもの障害特性との関連

も分析視点とする。

4．研究結果

（1）療育機関におけるソーシャルワーク技術

の実践

ソーシャルワークの12の技術に基づき、表2に

て療育センターにおけるソーシャルワーク実践を

示す。対象範囲で整理してみると、ミクロの分野

では、[ケースワーク（個別援助）]として電話相

談からスタートし、インテーク面接、通園施設の

利用の相談、[カウンセリング]は、障害告知の直

後の精神的な揺れに対して定期的な面接や訓練場

面に同席して見守りなどを実施する。[ケアマネ

ジメント]は、特に医療ケアが必要な重症心身障

害児や保護者が精神疾患を有する場合に生活全体

の組み立てを行う。

次にメゾレベルでは、療育センターの受診ケー

スが所属している地域集団へ、障害特性やそれに

応じた基本的な対応について巡回相談等を通じて

[コンサルテーション]し、それに留まらず、地域

集団の中で気になる子どもへの理解を深めるため

の[コンサルテーション]を実施する。ある地域の

統合保育が展開しにくい状況であれば、幼稚園協

会や区保育所園長会、学校PTAと共催の形式で研

修会や市民講座、家庭教育学級などを開催するの

は[コミュニティワーク]として位置づけられる。

組織内においても、時代の変化と共に常に新たな

ニーズに即したサービス提案[ソーシャルアドミニ

ストレーション]をソーシャルワークの価値である

人間の尊厳を根拠に実施する。具体的な例を挙げ

れば、自発呼吸が全くなく、人工呼吸器を装用ケー

スであっても数年前から在宅生活を送るようになっ

てきている。そのようなケースは、療育センター

のもつ医療レベルでは前例がなく、万が一人口呼

吸器が外れた際の生命の危険を考えるとリスクが

高いので受け容れは困難、という方針になりやすい。

そのような時こそ、「人間はすべてかけがえのな

い存在で尊重されるべきである」というソーシャル
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ワークの価値にもとづき、利用者のニーズ実現の

ために新たな可能性を模索できるのである。

マクロレベルにおいても、国家レベルに対して

は具体的な実践の経験はないが、行政区の福祉保

健計画や、政令指定都市の新たな条例策定や変更

を提言する[社会計画法]や[ソーシャルアクショ

ン]という技術を活用する。療育手帳や身体障害

者手帳の対象にならないグレーゾーンの児童の実

態を[コンサルテーション]の実践から調査・分析

するという[社会福祉調査法]を用いて、明らかに

した。その結果、A市では障害という診断や療育

手帳の所持ががなくとも、保育士を加配できると

いう特別児童加算制度5) を成立させることが可能

となった。配慮が必要な子どもたちへの保育環境

が整い、ひとりひとりの子どもが尊重されること

はソーシャルワークの価値の実現でもある。
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具体的な実践の例

個別相談、インテーク面接 

通園施設をはじめ社会資源の利用に向けた説明や動機付け

障害告知後の揺れへの対応、定期的な面接、訓練場面で

のwithness

例えば、医療ケアの必要な重症心身障害児や保護者の精

神疾患ケース等の社会資源を用いた生活の組み立て

同じ年齢や同じ地域、療育経験年数などを軸とした保護

者のグループワーク

市民講座や民生委員・児童委員、社会福祉協議会等と連

携した障害児理解の推進・啓発

地域の幼稚園・保育所・学校に在籍する子どもへの理解

と対応について保育士、幼稚園教諭、教員に対して助言

例えば、人口呼吸器装着ケース等の災害時における電源

の確保について多機関でシュミレーションを実施

ソーシャルワーク同職種内での事例検討、業務分析を用

いて定期的なスーパービジョンの場を設定

センター内における新たなサービスの開発 

新たなニーズに対する療育ルートの提案

行政区単位の福祉保健計画の策定に参画

グレーゾーンの保育所児童に対する保育士の加配を児童

福祉審議会へ提言

新たな条例策定のための実態調査・報告

学会発表、論文投稿を通じて、社会へ問題提起

技術の種類

ケースワーク 

カウンセリング 

ケアマネジメント 

グループワーク 

コミュニティワーク 

コンサルテーション 

ネットワーキング 

スーパービジョン 

ソーシャルアドミニス

トレーション

社会計画法

ソーシャルアクション 

社会福祉調査法*

ソーシャルアクション

対象分野

個人 

家族

集団 

所属集団 

地域

組織内 

行政区

行政市 

社会

対象範囲

ミクロ 

メゾ 

　～ 

マクロ

マクロ

＊社会福祉調査法は３つの対象範囲、どの分野においても活用する技術である

表2 療育センターにおけるソーシャルワーク援助技術の実践



（2）主観的な変容プロセス6)

中核カテゴリーは、自己イメージという「自己」

そのものと自己と他者、広く捉えれば自己と環境

との接点である「関係」のふたつを包含して、≪

自己のポジショニング≫とした。≪自己のポジ

ショニング≫の変容プロセスには、4つの異なる

ストーリーが見出された。それは、障害のある子

どもをもつ親はみな同じような段階を経て、適応

へと進んで行くという障害受容論の段階説とは異

なる結果であった。そのストーリーは、『再生』、

『逃避』、『獲得』、『境界』という異なる4つの様

相として捉えられた。図1にて、概念から構成さ

れるカテゴリーで明示した。この4つはまず、大

きくふたつのストーリーに分かれた。それは、初

期の段階でわが子が障害であると認識する[障害

モデル]と、いずれ治療や訓練をすれば治るかも

しれないと理解する[病気モデル]である。これは

子どもの障害の種別や程度には関連がなく、母親

がわが子をどのように認識しているかを2つのモ

デルと名づけたものである。前者は母親を＜自己

全体の崩れ＞という経験に至らしめ、後者は母親

に＜わが子を守る＞ということを中心のテーマに

させる。さらに[障害モデル]は重要な他者に受容

されるか否かでさらに二分し、[病気モデル]は子

どもの状態の変化の違いによって2つのストー

リーに分かれていった。なお、≪　　　≫中核カ
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これまでの

自己のポジション

自己全体の崩れ わが子を守る

自己イメージの混乱

関係への懐疑

ケアに必死の日々

わが子との一体感

分かり合える実感

普通のわが子

閉じこもり 不安の開示 アンビバレント

傷つき

関係への断絶

分かり合えないものと諦め

変化のない関係

親の会へアクセス

中途半端な分かち合い

不安と期待

よくわからないわが子

再建の要請 傷つきの累積 コミュニティの獲得 居心地の悪さ

受容されやい希求

このままでは終われない

開いてゆく心

拒否されることへの恐怖

傷つける他者

普通の母親との線引き

特別な分かち合い

どこにいても違和感

差異ばかりに注目

理解されることへの限界

心強い居場所 孤立のスパイラル 自己の意味付け どっちつかずの

私だけじゃなかった安心感

普通の母親との線引き

他者視点の獲得

関係の再構築

現実直面の逃避

恐怖で満ちている外界

障害児の母親として位置づけ

障害のある子どもが生まれて

きたことの意味付け

ポジション
普通か障害かの葛藤

身の置き場のない不安定さ

Ⅰ再生 Ⅱ逃避 Ⅲ獲得 Ⅳ境界

カテゴリー
7)

概念

障害としての告知 病気としての告知
〔障害モデル〕〔障害モデル〕 〔病気モデル〕〔病気モデル〕

図1 カテゴリーと概念にもとづく自己のポジショニングの変容プロセス



テゴリー、＜　　　＞はカテゴリー、【 】

は概念、『 』は4つのパターン、 [ ] は

モデルを示す。

（3）変容プロセスと他者との相互関係のもち

方との関連

母親の主観的プロセスの4つのパターンとグ
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わが子への対応 他の母親との関係 スタッフとの関係 全体的な雰囲気
グループへの
意味付け 子どもの障害特性

Ⅰ　再生
変容プロセス
の局面が２つ
に大別される

【変化なし群】
＜心強い居場所＞
に至る

本人のペースに合
わせて見守る

積極的にかかわる
グループワーク中
は指名せずとも発
言し、自由な場面
でも他の母親に声
をかけ、メルアド
の交換をする

ジョークや雑談を
交わす自然なコミュ
ニケーションが成
立

初回からリラック
スしている

慣れている場所で
同じ年齢の障害の
子どもと出会えた
良さ
特別な関係の拡大

ダウン症　３名

【変化群】
＜閉じこもり＞から
＜再建への要請＞
の局面

当初は、子どもの
意図を汲み取るの
ではなく、母親か
らの一方的な対応
である
後半になると、子
どもの立場になっ
て考える対応へと
変化

初めは緊張してい
るが、他の母の発
言を共感的に聞き
入る。
後半は、自由な場
面でもコミュニケー
ションが成立し、
私的場面へと関係
の拡がりがある

当初は、個別的に
話しをすることが
多いが、他の母親
とのコミュニケー
ションが成立する
に伴い減少する

緊張している様子
から回が進むにつ
れて、自己開示し
落ち着いたおだや
かな様子へと変化
する

心強い居場所
特別な関係

自閉症伴う精神運
動発達遅滞の４名
の内の３名

循環器に合併症の
あるダウン症　１名
筋ジストロフィー症

１名

Ⅱ　逃避
振る舞いとし
ての行動に二
つの様相が見
られた

＜傷つき＞、
＜拒否される恐怖＞
が中心

子どもの表情や機
嫌の変化を読み取
れず、具体的な介
助も不器用でぎこ
ちない

ソーシャルワーカー
が介入するグルー
プワーク中は、指
名されてようやく
話すが文脈に合わ
ない一方的な思い
になりがち
自由場面ではコミュ
ニケーションは全くなし

母親からの働きか
けは少ない
スタッフから関わ
れば会話は継続

緊張が強く、どう
振舞ってよいか分
からない様子でぎ
こちない

＊２名は５回のグル
　ープを３回欠席

プラスにはなった
かもしれない
同じ地域にいたこ
とがわかった

ダウン症　２名
自閉症を伴う精神
運動発達遅滞の
４名の内１名

（多発奇形を合併）

＜現実直面の回避＞
が強い

見守る対応が中心
上手く対応ができ
ないとスタッフに
任せてしまう等の
投げやりな態度に
なることもある

グループワーク中
のコミュニケーショ
ンは情報の交換中
心で感情の交流は
みられない
自由場面ではコミュ
ニケーションはほ
とんどなし

グループ終了後も
残って、個別的に
雑談などするが、
毎回のアンケート
などには辛辣な批
判

まとまりに欠ける
表面に現れる言動
と感情が不一致で
ある印象を受ける

障害児の母親はピ
リピリして傷つき
やすく、疲れる
健常児の明るいマ
マたちの元気なパ
ワーの方が好きで
癒される

ダウン症　１名
重症心身障害児

１名

＊子どもの障害を
　めぐる事象の共
通性はない　

Ⅲ　獲得 てんかん発作への
対応や吸引などの
医療ケアを落ち着
いて実施
身体接触を伴う、
子どもの想いを代
弁する声かけが多い

積極的にかかわる
グループワーク中
は指名せずとも発
言し、自由な場面
でも他の母親に声
をかけ、メルアド
の交換をする

ジョークや雑談を
交わす自然なコミュ
ニケーションが成立
子どもへの適切な
対応をスタッフに
対して毅然と依頼
する

初回からリラック
スしており、オー
プンな雰囲気

特別な居場所のひ
とつ
同じ苦労をしてい
る同志

重症心身障害児の
６名の内の５名
障害告知が生後２
カ月後と遅い循環
器に合併症のある
ダウン症　１名

Ⅳ　境界 子どもの意図をよ
く理解し、本人の
ペースに合わせる
肯定的な声かけも
多いが、出来るこ
とを増やしたいと
いう教育的なかか
わりも一部ある

グループワーク中は
指名されると文脈
に合った的確な内
容を語るが感情を
伴うことは少ない
自由場面でのコミュ
ニケーションはな
く、終了後にはサッ
と退室する

どこかよそよそし
くスタッフから話
しかければ笑顔で
応じるが母親から
働きかけてはこな
い

緊張しながらもに
こやかに振舞うよ
うに努めている
ストレートに入り
込ませない心の壁
がある印象

差異への強い実感
同じ状況の人はい
ない

脳性麻痺４名
の全て

変容プロセスのパターン

表3 変容プロセスとグループのおける対人行動との関連



ループにおける行動という振る舞いとの関連があ

るかを分析した。『再生』、『逃避』、『獲得』、『境

界』という4つのパターンと行動という振る舞い

の間には、明らかな相関があったことが判明した。

また、4つのパターンのそれぞれの中でも、どの

変容プロセスの局面にいるのかによって、振る舞

いには違いが見られた。表3で整理し、4つのパ

ターンごとに、振る舞いの変化を詳細に論じよう。

1）再生

このパターンの中では、グループを利用する変

容プロセスの局面によって2つに大別された。ひ

とつは、＜心強い居場所＞をすでに獲得し、自己

のポジショニングが安定している群であり、この

パターンの8名中3名が該当し、全てダウン症の

母親であった。ふたつは、変容プロセスの＜閉じ

こもり＞から＜再建への要請＞の段階であり、5

カ月というグループの期間で≪自己のポジショニ

ング≫に大きな変化が訪れる。この育児支援グ

ループが変容に関連する大きな要因として関与し

た。子どもの障害は、自閉症が合併される精神運

動発達遅滞3名と循環器に合併症をもち入院生活

が長いダウン症1名と筋ジストロフィー症1名で

ある。

前者は、グループ初回からリラックスしている。

「わが子への対応」は、本人のペースに合わせて

見守ることが中心だが、物にぶつかりそう、玩具

を投げるといった危険な場面に遭遇すると、さっ

と動き予防的な対応をとることができる。「他の

母親との関係」は、慣れてくる2回目から、グ

ループワーク中に共通話題でソーシャルワーカー

が指名せずとも、積極的に発言する。さらには、

スタッフが介入しない自由時間やグループ終了後

にも自然と他の母親に声かけし、コミュニケー

ションが成立し、メールアドレスの交換を積極的

に働きかけるケースもある。「スタッフとの関係」

は終始、自然な感じで成立し、ジョークや雑談な

どが交わせるような対等な雰囲気もある。

後者は、同じ『再生』のパターンであっても、

変容プロセスの局面が異なれば前者とは振る舞い

も全く異なった様相にある。初回は、非常に緊張

しているが、初めての状況の中でも他の母親の話

しに熱心に耳を傾けている。自分自身と共通して

いるものがあれば、相手の台詞を引用するという

「他の母親との関係」をもつ。回が進んでくると、

前者の母親や『獲得』のパターンの母親から声を

かけられメルアド交換など行い、設定されたグ

ループワーク以外の時間帯でも自然なコミュニ

ケーションが成立する。療育センター以外の場所、

自宅や地域の地区センター等の場での関係へと発

展してゆく。

「子どもへの対応」は、子どもの障害によって

差異があるが、特に自閉症が合併される精神運動

発達遅滞の母親の変化は目にみはるものがある。

この障害群は、いわゆる行動障害をもち、自傷や

パニック、感覚刺激への没頭、因果関係のわかり

にくい不機嫌などがある。当初、母親たちは子ど

もに対してイライラ、ピリピリしており、自分の

子どもだけが泣き、不機嫌になると焦燥感が増し

て、子どもの意図を汲み取るというよりも、とに

かく泣きやんでほしいという母親側の一方的な対

応になりがちであった。その対応に子どもの不快

感は増し、泣きが強くなるという悪循環に陥って

いた。回が進み、母親に【私だけじゃなかった安

心感】が芽生え始めると、ただ泣きやませるとい

う一方的な対応でなく、子どもに向かって「どう

したいの？」と声かけし、子どもの立場で考えよ

うとする言動に変化してゆく。

2）逃避

このパターンにおいては、変容プロセスの段階

には差異はなく、主観的な経験としては【傷つき】、
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【分かり合えないものと諦め】ていても、現実の

行動レベルでは、2つの様相が認められた。子ど

もの障害特性に共通項は見られず、他者との関係

において＜傷つきの累積＞を経験していること

が、このパターンの特徴である。

ひとつは、「わが子への対応」、「他の母親との

関係」、「スタッフとの関係」どの関係においても

ぎこちなく、身の置きどころないという振る舞い

である。こどもの機嫌や表情の変化を読み取りや、

具体的な衣類の着脱などの介助も不器用であり、

スタッフに声かけされてから抱き上げ、水分補給

等を行うなどの後手の対応になってしまう。母親

が子どもに声かけする行動もほとんどみられない。

「他の母親との関係」は、スタッフが介入して

いるグループワークの場面においても、他の母親

の話しを共感的に聞くという姿勢が乏しく、視線

を落としていることが多い。ソーシャルワーカー

が指名すると発言をするが、その場の状況や文脈

からずれ、一方的に今の自分自身の想いを語り続

けることが多い。「スタッフとの関係」はこちら

から話しかければ、応じるが、母親の方から関

わってくることはほとんどない。

もうひとつは、一見では、【関係の断絶】を具

体的行動レベルからはわかりにくいが、共通する

特徴が伺うことが出来る。社会性が高く、初回か

ら緊張した様子は見受けられないが、どこか構え

があり真意が読みとりにくい、ひとりの人間とし

ての感情と発言と行動のまとまりに欠ける、とい

う印象をスタッフが受ける母親たちである。一番

特徴的なのは「他の母親との関係」でグループ

ワークの場面において、感情の共有や分かち合い

よりも、あるテーマにおいて自分自身の知識や情

報を伝える・受け取るというコミュニケーション

が中心である。スタッフの介入がない自由な場面

では、他の母親とのやりとりは成立しない。

「スタッフとの関係」は、母親の方から関わる

ことが多く、グループ終了後も残り、あれこれと

雑談を交わしてゆくが、発言の片隅や毎回のアン

ケートには「費用をとっているのだからそれなり

のことをやってもらわなくては困る」や、「マイ

ナスの感情を吐き出しても意味がない」などのス

タッフへの辛辣な批判が多く、信頼関係は成立し

ていない。

3）獲得

このパターンの母親のほとんどは、すでに＜コ

ミュニティの獲得＞をし、【障害児の母親として

の位置づけ】がある。5カ月の間、振る舞いに変

化はなく、当初から安定している。この群の子ど

もの障害は重症心身障害児の6名の内の5名と心

臓に重篤な合併症をもつダウン症1名である。重

症心身障害児の5名は、未定頸で寝たきりという

発達段階が4名と寝返りが可能な状態が1名であ

る。その内の4名はてんかんを合併し、いつ発作

がおこるかわらない状況で、吸引などの医療ケア

が常時必要である。経口摂取が困難で胃婁が2名

と経鼻栄養チューブ摂取が1名である。グループ

中も、いつ発作がおこるかわからない状態であり、

グループワーク中の室内分離の場面でも、子ども

の状態の変化に対しては常時、緊張感をもってい

たことが推測される。精神発達も最重度であるた

め、快・不快の分化も明確でなく、生理的な理由

で不機嫌な泣きに陥ることも多い。

「子どもへの対応」は、突然のてんかん発作な

どにも落ち着いて吸引などの医療ケアが可能であ

る。どのパターンの母親よりも子どもへの声かけ

が多く、子どもが親子遊びにかかわりやすいよう

に姿勢を変え、子どもの目線に玩具を合わせる等、

子どもの立場になったかかわりが可能である。ま

た、身体接触が多く、頬ずりや撫でるなどのスキ

ンシップを通じて、母親の喜びや嬉しさを伝える。

子どもの想いを代弁して「嫌だったね」、「ママに

― 70 ―

早期療育におけるソーシャルワーク



会いたかったね」と話しかけ、一人二役でコミュ

ニケーションを成立させている。これは、乳児期

の子どもをもつ母親一般にも良く見られる姿であ

る。「他の母親との関係」は、当初から緊張する

ことなく、落ち着いている。

「スタッフとの関係」は、自然でジョークや雑

談など交わし、対等である。グループの初期の段

階において、てんかん発作を誘発する音を理解し

ていないスタッフに対して、個別に母親から適切

な対応についてお願いするという行動も見られた。

子どもにとって、必要な事柄については専門家に

対しても毅然と伝える強さを持ち合わせていた。

4）境界

このパターンの母親は、5カ月の間にわたって

何の変化も起こらない。それは、後のフォローアッ

プ面接で語るある母親の台詞に端的に表現されて

いる。「何故、自分がこのグループに誘われたか、

正直言ってよくわからなかった。今も、普通にな

ると信じているし。」と、自分の居場所として、

この育児支援グループを意味づけてはいない。

この群の子どもの障害特性は、本調査の対象と

なった脳性麻痺の全てが該当する。脳性麻痺の中

でも軽度群であり、知的障害を伴っていないため、

ほぼ年齢相応の精神発達を有している。そのため

理由のわからない泣きや不機嫌は少なく、グルー

プにおいても落ち着いて楽しめることが多く、母

親に過度な緊張やイライラを与えることはほとん

どない。

初回から終了まで、やや緊張しながらも、にこ

やかでいるように努めている。「子どもへの対応」

は、子どもの意図をよく汲み取ることができ、無

理強いはしない。本人のペースに合わせること重

視し、集団遊びであっても本人の苦手なことは参

加させないという選択をする。子どもに「がん

ばったね」などの肯定的な声かけも多く、子ども

と母親との間で遊びが成立している。しかし、単

純に遊びを楽しむだけではなく、「出来る―出来

ない」という教育的な観点からの働きかけも伺え

る。

「他の母親との関係」は、ソーシャルワーカー

が介入するグループワークの場面では、順番や指

名されれば、そのテーマや文脈に合った内容を語

るが、感情を伴うことは少ない。スタッフが関わ

らないフリーな時間は、ほとんどコミュニケー

ションが成立せず、グループ終了と同時にひとり

さっと退室する。3クール目の参与観察を実施し

た育児支援グループでは、8名中 3名がこのパ

ターンの母親であったが、お互いが感情を交流す

るということには至らなかった。

総括すると、主観的変容プロセスという内的な

心理過程は、社会的相互作用に大きく影響されて

いた。母親の内的な intra psychicと対人社会的な

inter personalは深く関連しあい、それらが他者と

の相互関係と循環しているという新たな発見が

あった。

4つのパターンそれぞれの、主観的変容プロセ

スのどの局面にあるのかということと、育児支援

グループでの振る舞いには深い関連があった。端

的に論じてゆけば、『獲得』も『再生』の母親も

パターンという違いはあっても＜心強い居場所＞

をもち、＜コミュニティの獲得＞をしている段階

では、リラックスしてオープンな雰囲気であり、

わが子、他の母親、スタッフ全ての関係において

自然で親和的である。『再生』のパターンであっ

ても、育児支援グループに参加した際の主観的な

変容プロセスの局面が＜閉じこもり＞であれば、

緊張した様子であり、わが子、他の母親、スタッ

フ全ての関係において不安なかかわりである。そ

してこのパターンの母親は回を重ねるごとに、自

己開示し、分かち合いを経験することによって変
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容してゆく。一貫して変容しないパターンは、

『逃避』と『境界』である。また、『逃避』のパ

ターンの母親の5名中の2名はグループに継続し

て参加することが困難となった。『逃避』の母親

は終始、緊張が強く、わが子、他の母親、スタッ

フ全ての関係においてぎこちなく、自分自身がど

う振舞ってよいかわからない状況が続く。『境界』

の母親は、社会性が高く、子どもへの対応も落ち

着いているが、他の母親やスタッフに対して心を

開くことはない。

内的心理と対人社会的な行動との関連を前提に

すれば、客観的にみてとれる対人行動から母親の

主観的な経験をアセスメントすることが可能であ

る。それは、全体的な雰囲気だけでは不可能であ

り、子どもへの対応や他の母親との関係の持ち様

という視点が必要である。さらに言及すれば、他

の母親との関係に情緒的な分かち合いが生じてい

るかまで分析することが重要である。

また4つのパターンによってグループへの意味

付けも大きく異なる結果となった。『再生』の母

親は、＜心強い居場所＞と意味付け、『獲得』の

母親も特別な居場所がもうひとつ増えたと位置付

ける。しかし、同じ状況・同じ時間を共有してい

ても、『逃避』の母親にとっては、特別な意味は

なく、傷つきが再燃するケースや、同じ障害をも

つ母親同士であってもピリピリしていて疲れると

関係の継続をする希望はおこらない。『境界』の

母親は、差異ばかりを強く実感し「自分と同じ状

況の人はいない」とここもまた、自分の居場所で

はないと意味付けをすることになる。

5．早期療育におけるソーシャルワークへ

の示唆

（1）グループワークの可能性とその限界

グループワークは、ソーシャルワークのミクロ

の分野の直接援助技術のひとつとして位置づけら

れており、集団を通じて個人と環境との関係に介

入する方法である。早期の段階の母親の経験が≪

自己のポジショニング≫をめぐる物語であれば、

グループワークは自己と関係の双方に作用できる

有効な支援の可能性を秘めている。

1）アセスメントとプランニング

前章の分析結果において、障害のある乳幼児を

もつ母親への早期介入におけるグループワークは

アセスメントの機能を有することが明らかとなっ

た。グループワーク場面での他者との関係の持ち

方から、母親の主観的な経験や日常的な家族や社

会的ネットワークとの関係のありようが予測可能

である。

グループワークの機能はアセスメントに留まら

ない。母親の主観的変容プロセスの局面やパター

ンの類型が明らかになれば、その後の支援プラン

がより当事者の経験に即したサービス展開が可能

になる。例えば、『逃避』のパターンの母親の主

観的経験は、子どもの障害とは関連性が全くない

ため、子どもの障害特性にだけに着目していても

正しいアセスメントをすることは困難である。ま

た、個別の診察や訓練場面だけでは関係をアセス

メントするには限界がある。グループワークの場

面において、母親の関係の持ち方を知ることに

よって初めて、＜孤立のスパイラル＞という主観

的な経験をアセスメントすることが可能となった。

その結果、次の段階においては、ミクロレベルの

ケースワークやカウンセリングを中心に母親とい

う自己との重要な他者である夫や原家族との関係

を対象にするプランニングへと展開ができる。

2）自己のポジショニングが可能な心強い居場所

育児支援グループを契機に変容プロセスが進ん

だ『再生』の母親たちは、グループを＜心強い居

場所＞と位置付けていた。すでに＜コミュニティ
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の獲得＞をしていた『獲得』の母親たちにとって

も、「またひとつ自分の所属できるコミュニティ

が増えた、それも同じ地域の中で、同じ年齢の子

どもをもつ母親同士で。」と肯定的な意味付けを

行っていた。これらの感覚は、例え療育センター

に週1回という高い頻度で訓練や療育グループに

通っていてもけっして起こり得ない経験である。

それは、「子どもの発達支援」が第一の目的であ

ることを専門家が明言することはなくとも、母親

たちは強く認識しており、その場で自分自身の想

いを語ることは「療育」ではないと自覚している。

事例1は、「自分だけがこんなに悩んで、気にし

ているのかなって思いがあったから、やっぱり聞

いてもらうのが一番だと思います。子どものこと

しか相談しちゃいけないみたいな感じで、『療

育』って名前がついているから自分の愚痴を聞い

てもらうところじゃないという遠慮みたいなのが

あった」と療育へのイメージを語っている。この

母親の想いは、中川（中川　2003：5）の「母親

の感覚は専門職から療育最優先の圧力を認知し、

これらに対して拘束感や負担感を感じている」と

いう批判とも通底している。

≪自己のポジショニング≫を安定させるために

は、情緒的な分かち合いや居場所が必要である。

専門家は、療育最優先の支援から、【特別な分か

ち合い】が生まれる土壌―母親たちが自由に語り

合える環境―を整える支援へと変化させる必要が

ある。グループワークは、＜心強い居場所＞とし

て、機能することが可能性を秘めている。社会的

ネットワークをもちにくい精神運動発達遅滞群

（自閉症を合併）の母親に対しては、グループ

ワークはより有効な支援となろう。

3）新たな「自己のポジショニング」の創出

早期の段階での経験が≪自己のポジショニン

グ≫の変容プロセスとすれば、新しい居場所で得

た関係が、新たな自己の創出につながる物語でも

ある。

障害のある乳幼児をもつ母親の≪自己のポジ

ショニング≫の新たな獲得には、わが子の障害を

めぐる感情や想いを情緒的な分かち合いをもって

表明しあえる関係が不可欠である。グループワー

クは、障害のある子どもをもつ母親同士というメ

ンバー間との相互援助システムが機能すると、他

者との相互作用や他者による承認を通じて、自分

を支える意味の確認が起こりうる可能性を充分に

秘めている。シンボリック相互作用論8）が論ずる

ように、障害のある子どもの母親であるという自

己を語り、それを他者から承認されることで自己

イメージや自己への意味付けが新たに構築されて

ゆくのである。

畠瀬は、（畠瀬　1982 ： 98 － 99）もまたロ

ジャースを引用しながら、エンカウンターグルー

プについて「個人が受容的風土の中で自己の感情

を探求し、おもいやりのあるグループメンバーか

ら厳しく、しかもやさしいフィードバックを受け

る時、自分自身の自己概念をかなり変えてゆく」

と述べている。そして、その条件として二つ挙げ

ている。ひとつは、個人が重要な他者から無条件

の肯定的配慮を経験するとき、もうひとつは、個

人の照合枠についての共感的理解が完全で、しか

もそれが伝えられるような関係のなかにあるとき

である。繰り返しになるが、新たな≪自己のポジ

ショニング≫がなされるプロセスには、自己―自

己イメージ―と関係が循環してゆくという条件が

必ず必要である。

4）グループワークの限界

前章で論じたように、母親の変容プロセスやそ

のパターンによってグループワークの意味付けが

大きく異なっていたという結果から、グループ

ワークは早期の段階の母親にとって万能なソー
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シャルワークの方法とは言えない。

特に重要な他者である夫や原家族と情緒的に

【関係の断絶】をし、＜孤立のスパイラル＞に陥っ

ている母親に対しては【拒否される恐怖】にもつ

ながりかねず、適応がないと判断すべきである。

特に『逃避』のパターンが予測される場合には、

重要な他者との関係において、情緒的な分かち合

いが成立しているか否かを可能な限りアセスメン

トすることが重要である。また、『境界』の母親

は、子どもの脳性麻痺という障害特性ゆえアンビ

バレントな状態であることから、導入に際しては、

グルーピングに一定の条件が揃わなければ慎重に

すべきである。

（3）4つのストーリーに即した支援とは

早期の段階においては4つのストーリーに即し

て、ミクロな範囲を中心に介入方法を検討する必

要がある。

他者との関係という観点で、4つのパターンに

即して支援方法を検討してみると、介入の次元

（ディメンション）には順番が必要である。他者

との関係のディメンションにはわが子、夫・原家

族、友人・地域、障害児の母親仲間がある。

〔障害モデル〕である『再生』や『逃避』の＜

自己の土台の崩れ＞の段階では、母親にとって重

要な他者となる夫・原家族との分かち合いを支援

すべきである。重要な他者との間で情緒的な分か

ち合いが困難な『逃避』のパターンの母親には、

自己を支える居場所や足場として機能するカウン

セリングやセラピーが必要であろう。浅野（浅野

2001：150）は、自己の変容について、「一般的

に言えば、人がなにかを変えようとするときには、

その間自分自身が立っているための足場を必要と

する。人の働きかけによって対象が変わっていっ

ても、その人の立っている足場の方は相対的に安

定していなければならない。それが『変える』と

いう働きかけを続けるための条件だからだ。」と

論じる。この足場という機能を、母親にとって重

要な他者が果たすことが不可能なのが『逃避』の

パターンの状況と言いかえることができよう。こ

のパターンの母親についての支援方略を療育現場

で積極的に構築しなければならない。＜孤立のス

パイラル＞で苦しんでいる母親を放置していては

ならないはずである。関係への介入の前に母親の

自己に焦点化したサービスを早急に開発する必要

がある。そして、自己、重要な他者：夫・原家族、

の次の段階で、ようやくわが子との愛着関係に介

入するタイミングとなる。最後に障害児の親・仲

間との関係作り、グループワークなどに適応する

段階となろう。

一方、［病気モデル］の母親へのディメンショ

ンの介入の順序はあるのであろうか。『獲得』の

母親は、専門家の介入をほとんど受けないまま障

害児の親・仲間という関係を得て、【特別な分か

ち合い】を経験している。その前提には、わが子

との愛着関係が成立し、重要な他者である夫・原

家族との間にも情緒的な分かち合いがなされてい

る。この早期の段階においては、危機的な問題は

出現しない。しかし、早期の段階以降、子どもの

成長につれて、どのような問題に直面するかを継

続的に見守る必要がある。先行研究では、わが子

との強い一体感が、社会資源を利用するに際して

の障壁になることが指摘されている。

『境界』の母親に対しては、ディメンションの

順序という視点だけでは、支援の方略を立てるこ

とは困難である。むしろ、関係への意味付け【傷

つき】、【受容―非受容】、【分かち合い】、【居場所】

という観点からの理解が重要である。子どもの障

害特性に起因することが大きいが、【分かち合い】

も【居場所】もないわけではなく、どこにいても

中途半端でどっちつかずであることがこのパター

ンの母親のテーマである。重要な他者である夫・
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原家族との【分かち合い】もどこか中途半端なの

である。唯一、わが子との関係は、分かり合える

実感があり、母親としてのポジショニングは安定

している。この強みを、介入のディメンションと

して検討することは可能であろう。［病気モデル］

の母親には、子どもとの愛着関係への積極的な介

入の必要ない。子どもとの相互作用が自然に成立

し、そのことが母親のポジショニングの安定に寄

与するひとつになっているからである。

（4）ソーシャルワークの援助技術の対象範囲

との関連から

ソーシャルワークの援助技術や対象範囲から、

改めて整理してゆく。4章の表2で整理したとお

り、ソーシャルワークの援助技術は12の方法が

あり、対象範囲をミクロ・メゾ・マクロと分類し

ている。4つのパターンそれぞれには、支援の優

先される関係の対象が異なる。『逃避』では関係

以前に自己そのものへのアプローチが優先される

ため、カウンセリングという援助技術の活用が中

心となる。一方、［病気モデル］の母親たちは、

自己そのものの大きな揺らぎはないため、自己へ

の洞察を深めることをカウンセリングという方法

を用いる必要は少なく、関係への支援が中心とな

る。しかし、忘れてはならないのは自己へアプ

ローチしながらも、それが関係へも関与すること

につながり、また、その逆もあるという自己と関

係をひとつとして捉える≪自己のポジショニング

≫という人間理解である。

さらに考察してみると、本研究対象の母親の語

りは、わが子、重要な他者である夫や原家族、地

域や友人、障害のある子どもをもつ母親仲間と

いったミクロな範囲での関係をめぐるストーリー

であった。福祉制度の不備や資源の不足、社会か

らの差別といったメゾからマクロとなる範囲との

関係の語りは全くなかった。しかし、関係にはミ

クロだけでなく、メゾからマクロの範囲があり、

ソーシャルワークとはその循環性に基づいた人間

理解をする実践学である。

その循環性を、物語療法を必要とする家族療法

家の主張を浅野（浅野　2001：65）はこう解説

する。「本当の困難は、このようなことを十分に

よく知っていてもドミナントストーリーを離れる

ことができないということではないだろうか。例

えば「母性」が近代の神話（イデオロギー）だと

『知って』いても、幼い子どもをおいて仕事に出

かける母親はしばしばどうしようもない罪悪感に

捕らえられてしまうことがある。困難は外側（諸

制度・諸慣行）にあるだけではなく、そもそもそ

れに挑戦しようとしている当の本人の内側に染み

込んでしまっているのではないだろうか」とマク

ロな社会的言説がミクロな個人の感情を揺さぶる

関係をみごとに表現する。早期の段階の母親から

はマクロとの関係に対する葛藤が聞かれなかった

ものの、ミクロの範囲の問題点を指摘し、改善し

ようとするだけでは、個人の苦しみは消えること

がないことは、その循環性からは明白である。中

川（中川　2003）によれば、個人というミクロレ

ベルがマクロレベルの社会的言説や専門家の態度

から「役割的拘束」を感じているという指摘もあ

る9)。

浅野の論ずる「母性」という神話を「療育」に

対象を置き換えてみるとどんな神話があるのだろ

うか。障害受容論のもつメッセージ性を夏堀（夏堀

2003）は「望ましい親像への拘束」、藤原（藤原

2005）は「ケア役割の強制」と論じている。障害

児の母親は無条件に子どもを愛し、子どものもつ

可能性を最大限に発揮させるように献身的に尽く

すべきであるという、社会的言説としてあることが

みてとれる。この価値観をマクロとすれば、療育

センターにおける保護者の療育目標―子どもの障

害特性を正しく理解し、それに応じた対応方法を
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学ぶ―は、メゾレベルになり、杉野の言う「ロー

カルな制度」（杉野　2007：254）として母親一

人ひとりに影響を与えることになる。ミクロレベ

ルの母親という自己と家族への実践の改善ととも

に「ローカルな制度」という中間項―ここでは障

害の正しい理解から分かち合いへ―を併せて見直

すことが療育ソーシャルワークへの提言である。

6．おわりに

本研究の限界は、大都市の早期発見・早期療育

の地域療育システムが整備されているエリアに在

住する少数事例を対象としたものであり、ある一

定の範囲においてのみ説明力をもつものである。

今後の課題としては、早期療育の次の段階にお

いて母親たちの主観的な経験や他者との関係がど

のように変容するのかを明らかにすることであ

る。その際の射程としては、ミクロな関係に留ま

らず、所属集団や地域などのメゾ、社会的言説や

制度・施策のマクロまで取り入れ、3者の循環性

を視点に障害のある子どもをもつ母親の実態に迫

りたい。その上で療育分野における家族を対象と

したソーシャルワークの構築を志してゆきたい。
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註

1） 三隅ら（1991、1992）により早期療育にお

ける親援助プログラムとして「共同治療者」

論が展開されている。これは、自閉症児・

者の療育として代表的である米・ノース

キャロライナ大学で開発されたTEACCHプ

ログラムの影響を色濃くうけているもので

ある。

2） 宮本（2003）によれば，参与観察者の類型

は5つに配列される．①純粋な観察者（自

然科学者），②控え目に参与する観察者（社

会学者，文化人類学者），③参与と同等の比

重をかける研究者（実践研究者），④実践的

な目的のために観察も心がける参与者（臨

床家，改革的実践者），⑤純粋な参与者（実

践家）である．本研究において，筆者は

ファシリテーターとして本グループに関与

し，臨床レベルでの改善も併せて実践して

いることから④の立場で参与したと位置付

けている．

3） フォローアップ面接は，半構造化面接とい

う方法を用いた．オープンエンドの質問項

目は先行研究（一瀬　2007）で得られた仮

説に基づいて作成した．その内容は，自己

イメージに関すること，他者との関係への

意味づけ，わが子への想いという3点であ

る．なお，2名の母親にフォローアップ面接

が出来なかった理由は，1名は循環器の合併

症をもち長期入院を余議なくされたこと，

もう1名はB療育センターの利用そのもの

を辞退されたためである．

4） 三毛（2002）の整理によれば，認識論や分

析方法の違いでグレイザー版，ストラウス

版，ストラウス・コービン版，修正版の4

つに分類されている．

5） 横浜市における従来の障害児保育の加算は、
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身体障害者手帳および療育手帳を所持して

いることが前提であったが、この制度は療

育センターで継続的に相談していることだ

けを条件としている。

6） 変容プロセスの4つのストーリーの詳細に

ついては、一瀬（2011）を参照とされたい。

7） グラウンデッドセオリアプローチではコー

ドから概念へ、さらに抽象度の高いカテゴ

リーへと分析の手順をすすめてゆく。よっ

て、カテゴリーは複数の概念から構成され

ている。

8） ブルーマー（ブルーマー1986=1992）のシン

ボリック相互作用論には3つの前提があり、

ものごとが自分に対して持つ意味は個人が

その仲間と一緒に参加する、社会的相互作

用から導き出され、発生するとされている。

9） この中川（2003）の論文に調査対象者は子

どもの年齢を限定しておらず、1歳から19

歳、9名の重症心身障害児の母親である。

よって本研究の子どもの年齢が0歳から2歳

までの早期療育段階での母親とは主観的な

経験が異なるのは、ある意味当然である。
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